
 

 

 

 

 

 

 

 

本校では、教職員による生活のきまり（校則）を検討する委員会を設置し、以下の見直しサイク

ル（手順）で生徒達自身が主体的に生活のきまり（校則）の見直しを進めております。 

段 階 取      組 

Ⅰ 

□生活のきまり（校則）見直しサイクル・体制の整備 

□生徒総会へ向けて生徒会各委員会の取組提案 

□生徒総会へ向けての学級討議 

□生徒総会において各委員会の取組決定 

Ⅱ 

□生徒会本部役員選挙による新生徒会への改選 

□新生徒会本部による生徒会スローガンの決定 

□新生徒会本部による生活のきまり（校則）見直し提案 

□生徒会本部と教職員による検討・見直し案の策定 

□ＰＴＡや学校運営協議会の委員からの意見聴取 

□必要に応じて学級討議による意見集約 

□必要に応じて Forms 等を活用し、全校生徒へのアンケートを実施 

□職員会議において協議・決定 

Ⅲ 
□全校集会において公表 

□学校だよりや学校ホームページ、すぐーる配信等で公表（更新） 

 

生活のきまり（校則）見直しのサイクル 


